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Special Report の中で示された内容や意見は、都市未来総合研究所の公式見解を示すものではありません。
なお、Special Report に対するご意見・ご質問・お問い合わせは、執筆者までお寄せください。

訪日中国人等の減少による
国内宿泊施設の稼働率低下幅の推計

～新型コロナウイルス（2019-nCoV）感染症の感染拡大を受けて～
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概要

・新型コロナウイルス（2019-nCoV）感染症（以下、新型肺炎）は感染が拡大し、
現時点では終息のめどはみえていない。

・新型肺炎の感染拡大が国内不動産市場へ影響を及ぼす波及経路は多岐にわたり、
個人消費面では、中国や近隣国によるインバウンド消費の減少や日本国内での
感染拡大による国内消費の減少が宿泊施設や商業施設、レジャー施設などの売
上減少につながる経路、企業業績面では、中国市場での売上減少や中国に生産
拠点を持つ企業の生産停滞による企業業績悪化はもとより、中国経済の悪化が
世界経済の減速をもたらすことで幅広い企業の業績悪化につながり、オフィス
テナント需要の減退につながる経路、金融面では、株安、円高によるリスクオ
フ姿勢の強まりや海外マネーの流入減退が不動産投資市場の縮小をもたらす経
路などが考えられる。

・本稿では、上記のうち、新型肺炎の感染拡大の影響がすでに生じている国内の
宿泊施設を取り上げ、中国や近隣国・地域等（中国、韓国、台湾、香港、タイ。
以下、訪日アジア上位 5 か国と表記する）※ 1 からの訪日外客数が減少した場合
の定員稼働率※ 2 の低下幅を推計した。

・SARS コロナウイルス (SARS-CoV)（以下、SARS）が感染拡大した 2003 年と比
較すると、訪日アジア上位 5 か国の訪日外客数は約 7 倍に増加しており、新型
肺炎の感染拡大による定員稼働率の低下幅は当時よりも大きくなると考えられ
る。他方、延べ宿泊者に占める訪日アジア上位 5 か国の割合は地域によって大
きく異なるため、定員稼働率の低下幅は地域較差が生じると考えられる。

・新型肺炎の感染拡大によって、訪日アジア上位 5 か国の訪日外客数が SARS の
感染が拡大した 2003 年当時と同水準で減少した場合の宿泊施設の定員稼働率
の低下幅を都道府県別に推計したところ、全国平均は▲ 1.7％ pt となった。都
道府県別では低下幅が最も大きい大阪府（▲ 6.1%pt）と最も小さい福島県（▲
0.1%pt）で 6.0％ pt の較差がみられた。低下幅の大きい上位は大阪府、東京都、
沖縄県、京都府、愛知県、北海道と三大都市圏の中心都府県や観光地を有する
道府県が占めた。一方、延べ宿泊者数に占める訪日アジア上位 5 か国の宿泊者
数の割合が低い福島県、山口県、島根県は低下幅が 0.2％ pt 未満と推計され、
定員稼働率への影響は限定的である。

・なお、不動産投資の観点では、宿泊施設の売上減少が必ずしも賃貸収益の低下
につながるとは限らない。例えば、投資家と宿泊施設オペレーターとの契約形
態が賃貸借契約で固定賃料の場合は宿泊施設の売上が減少しても原則、賃貸収
益は変わらないからである。ただし、固定賃料であっても、売上が大幅に低迷
すれば、賃料の支払い遅延や中途解約・大幅減額要請あるいは宿泊施設オペレー
ターの破綻につながる可能性はある。
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※ 1　訪日客の減少は中国にとどまらず近隣

国 ・ 地域にも及ぶと考えられるため、

2018 年の訪日外客数におけるアジア圏

の上位 5か国・地域 （中国、韓国、台湾、

香港、 タイ） を対象とした。 日本人も国

内旅行を自粛することが考えられるが、

本稿ではその影響は考慮していない。

※ 2　稼働率には定員稼働率と客室稼働率が

あるが、 データの制約上、 定員稼働率

を用いた。 訪日外国人減少による稼働

率への影響は宿泊施設タイプ （ホテル、

旅館、 簡易宿所等） やグレード、 価格

帯によって異なるが、 データの制約上、

タイプやグレードの区分はせずに考察し

た。
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様の傾向で、4 月以降の対前年同月
増減率は▲ 24％→▲ 39％→▲ 13％
→＋ 3％と推移し、通年では＋ 2.7％
とプラスとなった。訪日アジア上位
5 か国※ 4 に関しては、減少期間に若
干ばらつきはあるが、4 ～ 7 月を中
心に訪日外客数が大きく減少した [ 図
表 2]。中でも中国（5 月▲ 70％）と
台湾（5 月▲ 77％、6 月▲ 61％）は
大幅減少となる月がみられた。

　当時の宿泊施設の稼働率に係る統
計データはみあたらなかったが、東

1.2003 年の SARS 感染拡大
時の訪日外客数の減少と宿
泊施設の稼働率低下の状況
　SARS ※ 3 が感染拡大した 2003 年に
おいて訪日外客数が対前年同月比で
減少したのは 2 月および 4 ～ 7 月の
5 か月間であった [ 図表 1]。4 月から
訪日外客数が大幅に減少し、4 月以
降の対前年同月増減率は▲ 23％→▲
34％→▲ 20％→▲ 0.1％と推移し、
通年では▲ 0.5％であった [ 図表 1]。

　アジアの訪日外客数に関しても同

※ 3　SARS は 2002 年 11 月に中国で症例が報告され、 終息宣言は 2003 年 7 月に出された （国

立感染症研究所HPによる）。

※ 4　新型肺炎の集団感染は中国で最初に確認されたが、 訪日客の減少は中国にとどまらず近隣

国にも及ぶと考えられるため、 2018 年の訪日外客数におけるアジア圏の上位 5 か国 （中国、

韓国、 台湾、 香港、 タイ） を対象に集計したもの。 2018 年における訪日外客数全体に占め

各国の割合は中国 27％、 韓国 24％、 台湾 15％、 香港 7％、 タイ 4％で 5 か国合計で 77％

を占める。 参考として全体順位では米国が 4位 （同 5％） である。

※ 5　2003 年は SARS の影響で訪日客が減少しているため、 翌年 2004 年と比較した。

※ 6　定員稼働率は延べ宿泊者を総収容人数で除して算出したものをいい、 総収容人数とは、 収

京都産業局「東京の産業と雇用就
業 2006 年版」に掲載されている都
市別の主要ホテル客室稼働率による
と、東京は 2002 年 79.6％→ 2003
年 77.5％（▲ 2.1％ pt）→ 2004 年
79.0％（+1.5％ pt）、大阪は 2002 年
77.6％→ 2003 年 76.0％（▲ 1.6％
pt）→ 2004 年 77.3％（+1.3％ pt）、
名 古 屋 は 2002 年 75.2 ％ → 2003
年 76.9 ％（+1.7 ％ pt） → 2004 年
79.0％（+2.1％ pt）となっている（原
典は週刊ホテルレストラン「全国 54
都市のホテル客室稼働率」と記載あ
り）。東京、大阪の 2003 年の客室稼
働率の低下幅は 1％台後半から２％
程度で翌 2004 年には 2002 年の水
準におおむね回復している。また名
古屋は客室稼働率の低下がみられな
かった。客室稼働率の変動は SARS
以外の影響も当然受けるが、SARS に
よる宿泊施設の稼働率への影響は限
定的であったと考えられる。

図表 1　2003 年の訪日外客数 ( 総数、アジア）

データ出所：図表 1 ～ 3 は日本政府観光局     
（ＪＮＴＯ）「訪日外客数（総数）」

図表 3　2003、2004 年と 2018 年の訪日
外客数（地域・国別）

図表 2　2003 年の訪日外客数（2018 年における訪日アジア上位 5 か国対象）
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2. 新型肺炎の感染拡大によ
る訪日外客数の減少が宿泊
施設の稼働率に及ぼす影響
　SARS が感染拡大した 2003 年は訪
日外国人に日本の魅力をアピールす
る ｢ ビジット・ジャパン・キャンペー
ン ｣ が開始された年で、その後、訪
日外客数は増加基調で推移し、現在

（2018 年）の訪日外客数は 3,119 万
人と 2004 年の 614 万人※ 5 から約 5
倍に増加した [ 図表 3]。

　訪日アジア上位 5 か国では、中国
が約 14 倍と大幅に増加したことが
寄 与 し、2004 年 ※ 5 の 303 万 人 か
ら 2,402 万人（2018 年）と約 7 倍
に増加しており、新型肺炎の感染拡
大によって訪日外客数が減少した場
合の稼働率の低下幅は SARS の時よ
りも大きくなると考えられる。他方、
延べ宿泊者数に占める訪日アジア上
位 5 か国の訪日外客数の割合は地域
によって大きく異なるため [ 図表 4]、
稼働率の低下は国内一律ではなく、
地域較差が生じると考えられる。

3. 宿泊施設の定員稼働
率の低下幅は全国平均で          
▲ 1.7％ pt。都道府県間で
最大 6％ pt の較差
　以下、新型肺炎の感染拡大によっ
て訪日アジア上位 5 か国の訪日外客
数が減少した場合の定員稼働率※ 6 の
低下幅を都道府県別に推計した [ 図
表 5]。訪日外客数の減少期間は SARS
の感染が拡大した 2003 年における
減少期間（4 ～ 7 月）を参考に 4 か
月間とした。新型肺炎の集団感染は

容人数に各月の日数を乗じて算出したものをいう （単月についての解説）。 客室稼働率 ( 利

用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、 総客室数とは客室数に各月の日数を乗じ

て算出したものをいう ) とは異なる。

※ 7　訪日外客数の減少率は中国は 4割減、韓国は 0 （減少なし）、台湾は 6割減、香港は 3割減、

タイは 1 割減と設定。 中国は現在、 団体旅行禁止令を出しているが、 観光庁 「訪日外国人

の消費動向調査 （2018 年　年次報告書）」 によると中国の団体ツアー参加割合は 31.4％で

あり、 上記設定範囲に収まっている。 韓国は 2003 年の減少率が＋ 1％のため 0 （減少なし）

となるが、 韓国からの訪日外客数が日韓関係の悪化によって、 昨年後半から大幅に減少し、

減少余地が小さくなっていることもふまえ、 0 （減少なし） をそのまま採用した。

中国で最初に確認されたが、訪日客
の減少は中国にとどまらず近隣国・
地域にも及ぶと考えられるため、訪
日外客数の減少は 2018 年の訪日外
客数におけるアジア圏の上位 5 か国

（中国、韓国、台湾、香港、タイ）を
対象とし、減少率は 2003 年の各国
の減少率を参考に当時と同水準※ 7 と
した（次頁「定員稼働率推計の詳細」
参照）。

　上記推計の結果、定員稼働率の低
下幅は全国平均で 1.7％ pt となった。
都道府県別では、定員稼働率の低下
幅が最も大きい大阪府（▲ 6.1%pt）
と最も小さい福島県（▲ 0.1%pt）で、
6％ pt の較差がみられた。低下幅の
大きい上位は、大阪府に次いで東京
都（▲ 3.9%pt）、沖縄県（▲ 3.1%pt）、
京 都 府（ ▲ 2.9%pt）、 愛 知 県（ ▲
2.9%pt）、北海道（▲ 2.7%pt）と三

データ出所：図表 4、5 は国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査 」

図表 4　延べ宿泊者数に対する訪日アジア上位 5 か国の宿泊者数の割合および外国人延べ
宿泊者数に対する訪日アジア上位 5 か国の宿泊者数の割合（2019 年 2 ～ 5 月実績値）

図表 5　訪日アジア上位 5 か国の宿泊者数が減少した場合の定員稼働率の低下幅
（2019 年 2 ～ 5 月実績値ベース）
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＊訪日アジア上位5か国（2018年）：中国、韓国、台湾、香港、タイ
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※延べ宿泊者数は全施設を対象として集計しているのに対し、国別の外国人宿泊者数は従業員10人以上の宿泊施設を対象とした集計のため、訪日外客数上位5か国の

宿泊者数を全施設を対象とした外国人延べ宿泊者に対する従業員10人以上の宿泊施設を対象とした外国人宿泊者数の比率で割り戻したうえで、割合を算出した。

＊訪日アジア上位5か国（2018年）：中国、韓国、台湾、香港、タイ
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大都市圏の中心都府県や観光資源を
有する道府県が占めた。このほか、
福岡県、岐阜県、山梨県、千葉県を
加えた上位 10 都道府県は定員稼働率
の低下幅が 2％ pt 以上となった。

　一方、延べ宿泊者数に対する訪日
アジア上位 5 か国の割合が低い県は
定員稼働率の低下幅が小さく、福島
県、山口県、島根県は 0.2％ pt 未満、
福井県、栃木県、高知県、秋田県は
0.3％ pt 未満にとどまった。また、
過半の 26 県は定員稼働率の低下幅が
1％ pt 未満となった。

　都道府県間の比較では、地理条件
が類似する隣接県でも定員稼働率の
低下幅が異なるケースがみられる。
例えば、世界遺産である富士山を観
光資源とし隣接する山梨県と静岡県
を比較すると、外国人宿泊者数に占
める訪日アジア上位 5 か国の割合は
山梨県 77％、静岡県 79％とほとん
ど差がないが、延べ宿泊者数に対す
る訪日アジア上位 5 か国の割合でみ
ると山梨県は 22％と静岡県の 8％を
14％ pt 上回りるため、定員稼働率の
低下幅は山梨県が▲ 2.2%pt と静岡県
の▲ 1.2%pt を大きく上回った※ 8。

4. 宿泊施設の賃貸収益への影
響は不動産投資家と宿泊施設
オペレーターとの契約形態に
よって異なる
　 不動産投資の観点では、宿泊施設
の売上の減少※ 9 が必ずしも賃貸収益
の低下につながるとは限らない。

　不動産投資家と宿泊施設オペレー
ターとの契約形態は大きく、賃貸借
契約と運営受託契約に分かれ、賃貸
借契約は固定賃料、変動賃料あるい
は両者の組み合わせ（固定賃料（最
低保証賃料）＋変動賃料）に分かれる。
固定賃料形態は宿泊事業の業績にか
かわらず、一定の賃料を得る形態で
賃料は安定しているがアップサイド
は見込めない。変動賃料は宿泊事業
の売上や GOP（営業粗利益）と連動
する形態で、賃料の変動を許容する
代わりにアップサイドを見込むこと
ができる。運営受託契約は宿泊事業
そのもののリスクを負うため、賃貸
借契約と異なり、宿泊施設の売上減
少の影響をそのまま受けることにな
る。

　したがって、宿泊施設の売上が減
少した場合の賃貸収益への影響は、
基本的には固定賃料形態が最も低く、
固定賃料＋変動賃料形態、変動賃料
形態、運営受託契約形態の順に大き
くなるといえる。

　安定した収益とアップサイドの両
立を目指す J-REIT におけるホテル特
化型投資法人の賃料形態割合をみる
と、固定賃料（最低保証賃料含む）
割合（賃料ベース）は 6 割前後の投
資法人が多い [ 図表 6]。

　ただし、固定賃料形態であっても、
新型肺炎の感染拡大の影響が深刻化、
長期化するなどで売上が大幅に低迷
すれば、賃料の支払い遅延や中途解
約・大幅減額要請あるいは宿泊施設
オペレーターの破綻につながる可能
性はある。

※ 8　本稿の稼働率推計は都道府県平均であり、訪日アジア上位 5か国からの訪日客を主要なター

ゲットとする宿泊施設では稼働率の低下幅が本稿の推計値よりも大きくなると考えられる。

※ 9　稼働率が低下する場合、 客室単価を下げて稼働率を維持することが考えられるが、 この場合

でも売上は減少する。

データ出所：各投資法人の直近決算説明資料（決算期は 2019 年下期）

図表 6　J-REIT におけるホテル特化型投資法人の賃料形態割合（賃料ベース）　
（固定賃料割合が高い順）
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【定員稼働率推計の詳細】
・国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査」の 2019 年 2 ～ 5 月の延べ宿泊者数および定員稼働率の実績値を用いた。

①訪日アジア上位 5 か国の訪日外客数が減少した場合の定員稼働率：（延べ宿泊者数（国内外含む）の実績値－訪日ア
ジア上位 5 か国の宿泊者（≒訪日外客数）の減少数（下記②））÷ 総収容人員数（＊）。宿泊旅行統計調査では総収
容人員数は公表されていないため、総収容人員数は各月ごとに延べ宿泊者数 ÷ 定員稼働率として算出し、合計した。

　＊総収容人数とは、収容人数に各月の日数を乗じて算出したものをいう（単月についての解説）

②訪日アジア上位 5 か国の宿泊者の減少数：SARS の感染が拡大した 2003 年で訪日外客数（総数）の減少が大きい 4
～ 6 月の 3 か月間の対前年同月増減率の平均値（算術平均）を参考に、中国は実績▲ 42.2％→ 4 割減、韓国は同＋
1％→減少なし、台湾は同▲ 60.1％→ 6 割減、香港は同▲ 27.6％→ 3 割減、タイは同▲ 11.2％→ 1 割減と設定。

　なお、宿泊旅行統計調査では、延べ宿泊者数は全施設を対象として集計しているのに対し、国別の外国人宿泊者数
は従業員 10 人以上の宿泊施設を対象とした集計のため、ここで算出した訪日アジア上位 5 か国の宿泊者の減少数を、
全施設を対象とした外国人延べ宿泊者に対する従業員 10 人以上の宿泊施設を対象とした外国人宿泊者数の比率で
割り戻したうえで、延べ宿泊者数（国内外含む）の実績値から減じた。
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